
三観広域行政組合告示第３号 

 

三観広域行政組合特定事業主行動計画の公表について 

 

 このことについて、特定事業主行動計画（第２期前期計画）を別紙のとおり公表します。 
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【特定事業主として】 

依然として進行する少子高齢化・人口減少、不安定な国際情勢、さらにデジタル化の急

速な進展など、私たちの生活を取り巻く社会環境が大きく、複雑に変化し続ける状況にお

いて、三観広域行政組合では、これらの課題に対し、的確かつ柔軟に対応するため、様々

な支援対策に取組んでいるところです。 

 

こうした中、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図る

ため、「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。さらに、女性の職業生活におけ

る活躍を推進し、豊かで活力ある社会を実現することを目的に、「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律」が制定され、国及び地方公共団体は、「特定事業主」として、

行動計画を策定することが義務付けられました。 

 

本組合においても、「三観広域行政組合特定事業主行動計画」を策定し、男女が共に仕

事と家庭生活を両立して活躍できる職場環境の整備や女性の採用・登用の拡大の推進等に

向けた様々な取り組みを行っています。この度、計画期限の終了に伴い、これまでの取組

みの成果や課題等を踏まえ、新たな行動計画を策定いたしました。 

 

全ての職員が、安心して働き、自身の能力を最大限発揮できる環境を作ることは、社会

全体の安定・発展にも大きく寄与するものとなります。 

  この三観広域行政組合特定事業主行動計画を、職員一人ひとりが自身に関わることとし

て捉え、互いに協力しながら、働きやすい職場づくりに取り組んでいきましょう。 

 

 

三観広域行政組合管理者 

三観広域行政組合消防長 
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【計画期間】 

この計画は、次世代育成支援対策推進法で規定する令和８年度から１０年間の集中的な

取り組みのうち、令和８年度から令和１２年度までの前期５年間を計画期間としています。 

 

【推進体制】 

  特定事業主行動計画に基づく措置の実施について、子育てを行う職員を含めたすべての

職員の理解を得ながら取り組んでいくものとします。 

  また、行動計画の推進状況は、年度ごとに状況を把握し、社会経済情勢等の変化があっ

た場合には、必要に応じて計画の見直し等を図るものとします。 

 

【第１期後期行動計画の進捗状況（令和６年度進捗状況）】 

（１）制度の周知状況 

   ・該当職員への休暇制度、育児休業等の啓発。 

   ・諸制度に関するパンフレットを作成し、庁内ＬＡＮ様式に掲載。 

（２）産前産後育児休業取得時の代替え要因の確保 

   ・妊娠中や出産後の職員に配慮した業務の見直し。 

   ・一般事務においては、異動により対処。 

（３）育児休業取得率（２週間以上） 

男性職員  １６．７％ （設定取得率  ５％） 

新規取得対象職員数１２名 うち取得者２名 

女性職員    －  （設定取得率１００％） 

新規取得対象職員数０名  うち取得者０名 

             （継続取得者０名） 

（４）父親の特別休暇（配偶者の出産）取得率 

８３．３％（設定目標率１００％）   

取得対象職員数１２名 うち２日取得１０名  

（５）休暇取得の推進 

・職員平均年次有給休暇取得日数 

平均 １２日（取得目標日数１４日） 

 

【第２期前期行動計画の取組み概要】 

１ 勤務環境の整備に関するもの 

仕事と家庭の両立を支援するため、休業･休暇を取得しやすい環境づくり、働き方の見直

しや、多様な働き方の実現に向けて以下の取り組みを進めます。                                                        
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（１）妊娠中及び出産後における配慮 

   妊娠中及び出産後の職員に対して、時間外勤務や深夜勤務の制限、健康診査や保険

指導を受診する時間の確保、妊娠中の業務軽減などについて積極的に情報提供すると

ともに、相談体制の整備を実施します。 

 （２）男性職員の子育て目的の休暇等の取得の促進 

    親子の時間を大切にし、子どもをもつことに対する喜びを実感するとともに出産後

の配偶者を支援するため、男性職員が取得できる出産補助休暇や妻の産後期間中の養

育休暇の取得を推進します。 

 

｟目標｠ 子どもの出産時における出産補助休暇（２日） 

男性職員の養育休暇（５日） 

取得率１００％ を目指します。 

 

（３）育児休業等を利用しやすく、育児休業後に職場復帰しやすい環境の整備 

育児休業、育児短時間勤務及び部分休業を利用しやすく、また、育児休業後就業が 

円滑に行われるような環境の整備に努めます。 

   ① 男性の育児休業等の取得の促進 

男性も育児休業、育児短時間勤務及び部分休業を取得できることについて周知

し、併せて取得を促します。 

② 育児休業等の周知 

   育児休業等の制度の趣旨及び内容について周知します。 

   ③ 育児休業等を習得しやすい雰囲気の醸成 

      育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に対する職場の意識改革を進め育児休

業等を取得しやすい雰囲気を醸成する。 

   ④ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

      長期間にわたり職場を離れた職員が、職場の環境の変化や自身が担当する業務

に対して不安を抱くことなく円滑に職場復帰できるよう職員の要望・状況を確認

し、本人の意欲・能力をいかしながら働くことのできる職場環境の整備に努めま

す。 

 

｟目標｠ 育児休業の取得率（２週間以上） 

男性職員８５％・女性職員１００％を目指します。 
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（４）超過勤務の縮減 

育児を行う職員の深夜勤務・超過勤務の制限措置を周知し、より一層の超過勤務 

の縮減に向け、次の取り組みをします。 

①事務の合理化の推進 

社会経済の変化に対応して業務内容の加重が生じる中で、超過勤務を縮減するた

めに、既存業務等について、廃止、合理化等の見直しを行い事務の合理化を推進し

ます。 

②超過勤務の縮減のための意識啓発等 

所属長は超過勤務縮減のための取組みの重要性について、職員全体で認識を深め

るとともに、安易に超過勤務が行われることのないよう意識啓発等の取組みを行い

ます。 

   ③勤務時間管理の徹底等 

所属長は、職員の超過勤務状況等を的確に把握し、各課等の実情に応じた縮減目

標を設定するなど、勤務時間管理の徹底を図ります。 

 

（５）休暇取得の推進 

職員の休暇の取得を促進するため、職員の休暇に対する意識の改革を図るとともに、

職場における休暇の取得を容易にできるよう努めます。 

①年次有給休暇の取得の推進 

    ・所属長は、休暇の取得のため、期間を定めた業務計画や休暇所得計画の策定を実

施します。 

    ・業務配分の見直し、職場内における応援体制の確立等、職員が休暇を取得しやす

い環境づくりに努めます。 

   ②連続休暇等の取得の促進 

    ・月、金曜日と休日、国民の祝日や夏季休暇等の組み合わせで年次休暇を取得する

ことにより、連続休暇の取得推進を図ります。 

    ・職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日における年次休暇の取得

促進を図ります。 

    ・ゴールデンウィークやお盆期間における公式会議の自粛を行います。 

③子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進 

  子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員が、 

円滑に取得できる環境の整備に努めます。 

 

｟目標｠ 年間２０日の年次有給休暇のうち、 

取得目標日数１４日（７０％） を目指します。 
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２ 女性職員の活躍推進に向けた取り組みについて 

本組合では、地方公共団体として女性職員の活躍推進を実施していくために、庁内横 

断的な推進体制の整備を図ります。 

また、地方創生にあたり女性の活躍を推進し、地域の実情及び住民ニーズを把握して 

実効性のある施策の充実に努めるため以下の取り組みを進めます。 

（１）女性職員の登用及び採用 

  ① 管理職の登用率 

女性職員の管理職登用については、積極的に推進し行政施策における女性の参画

の拡大に努めます。 

〇管理者の事務部門での醸成職員の管理職登用率（令和６年度４月１日現在） 

３３．３％ 

 ② 女性採用の割合 

      職員の採用については、公正平等な職員の採用を実施します。 

〇消防の事務部門での女性消防吏員比率（令和６年度４月１日現在） 

     ２．８％ 

 

｟目標｠   

・女性職員の管理職登用率は、３０％を目指します。 

・消防の事務部門での女性消防吏員比率を、少なくとも５％を目指します。 

   

 

（２）柔軟な人事管理 

女性職員の活躍推進に向け、自治研修関係機関等と連携し、女性職員の多様な働き

方に関するセミナーや女性リーダー育成研修などの参加を呼びかけます。 

女性が能力を十分発揮し活躍するためには、充実した仕事やチャレンジした経験を

積み重ねることが非常に重要であるため、子育て中の職員であっても、自己申告書や

職員とのヒアリングなどをもとに、可能な範囲でそのような経験を積み重ねることが

できるような人事異動、人事配置に配慮します。 

（３）働き方改革への取り組み 

育児や介護等の事情のため、すべての労働者等が十分な能力を発揮できるようにす

るためには、長時間労働を前提としない働き方の構築、人事評価への反映等これまで

の働き方に関する意識改革を進めます。 
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３ ハラスメントの防止に関するもの 

全ての職員がお互いの人格を尊重し、職員の心身の健康と快適な職場環境を構築する 

ことを目指して、「三観広域行政組合ハラスメントの防止等に関する規則」に基づいた 

取組みを進めます。さらに、職員向けの研修を実施します。 

 

【おわりに】 

仕事と子育ての両立を実現するためには、子育てする職員だけでなく、それぞれの職場

の職員の理解と協力が必要不可欠です。 

誰もが人として、心豊かに安心して暮らすことができる社会実現のため、仕事と子育て

の両立ができるよう、お互いに助け合い支えあって計画の達成に取り組んでいきましょう。 

 


